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   令和３年度 (令和４年４月採用 ) 

浅口市職員採用試験(再募集)受験案内 
 

《 一 般 採 用 》 
 

《実務経験者採用》 

 

 

 

・一般行政事務職（Ａ） 

 

・土木技術職（Ｃ） 

経験と資格を重視した

採用試験です。 
 

 

・土木技術職（Ｄ） 

 
 

 《受験者の皆様へ》 
   浅口市では職員自らが地域協働の担い手として活動するために市内に居住すること 

を推奨しており、こうした方針に共感を持つ方の応募を歓迎しています。 
 

《受付期間及び第１次試験日》 

受付期間 
令和３年１２月 １日（水）から 

 令和４年 １月１４日（金）まで 
◇受付締め切りは郵送も含め１月１４日（金）午後５時１５分必着 

試 験 日  令和４年 １月３０日（日） 

試験会場  浅口市健康福祉センター 
 （浅口市鴨方町鴨方２２４４－２６） 

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、試験の延期や会場変更等を行う場合があります。 

   その場合には、市ホームページ「浅口市職員採用試験情報」に掲載しますので事前にご確認ください。 

 

１ 募集職種の内容、採用予定人員 

《一般採用》 

募 集 職 種 採用予定人員 職  務  内  容 

一般行政事務職（Ａ） 若干名 
市長部局、教育委員会、水道事業等において、一般行政事務

等に従事します。 

土木技術職（Ｃ） 若干名 
市長部局、教育委員会、水道事業等において、土木専門業務

に従事します。 

《実務経験者採用》 

募 集 職 種 採用予定人員 職  務  内  容 

土木技術職（Ｄ） 若干名 
市長部局、教育委員会、水道事業等において、土木専門業務

に従事します。 
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２ 受験資格 

試 験 区 分 受 験 資 格 

一般行政事務職（Ａ） 

・平成 3年 4月 2日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく大学(短期大学を

除く。)を卒業した人、又は令和 4年 3月 31日までに卒業見込みの人、又はそ

れと同等以上の学力を有する人 

土木技術職（Ｃ） 
・平成 3年 4月 2日以降に生まれた人で、申込時点において、学校教育法に基づ

く高等学校卒業以上の学歴を有する人 

土木技術職（Ｄ） 

《実務経験者採用》 

・昭和 56年 4月 2日以降に生まれた人（学歴は問いません。）で、申込時点にお

いて、土木に関する実務経験が 10年以上あり、技術士（建設部門又は上下水

道部門）、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士のうち、いずれかの資

格を有する人(★欄外注意) 

★ 実務経験は、土木施工会社等(自営を含む。)において、1 週間当たり 30 時間以上の常勤勤務(アルバイ

ト、パートタイマー、家事手伝い等としての期間は除く。)を 1年以上継続して(1箇月未満は切り捨て。)

土木関係の施工管理等に携わった期間(育児休業や休職等を除いた実勤務期間とする。)が該当し、複数

の場合は通算することができます。ただし、同一期間内に複数の職務経験を有する場合は、当該期間内

の職務経験はいずれか一方のみに限りその期間を通算することができます。 

 

 

 《注意事項》 

  (1) 申し込みのできる試験区分は 1区分に限ります。 

  (2) 最終合格発表後、資格及び実務経験期間等の確認のため証明書類を提出していただく場合があります。 

  (3) 受験資格がないこと又は提出書類の記載事項が事実と異なることが判明した場合は、合格を取り消す

ことがあります。また、採用試験に関する提出書類は返却いたしません。 

  (4) 試験当日に車椅子の使用を希望する場合等、試験会場において配慮が必要な人は、事前に職員採用試

験委員会までご連絡ください。 

  (5)次のいずれかに該当する人は受験できません。 

 ア)日本国籍を有しない人 

 イ)地方公務員法第１６条に規定する欠格事項（次の３項目）に該当する人 

 ・禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

 ・浅口市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 
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３ 受験手続 

申込 

提出書類 

[全募集職種 共通] 
① 浅口市職員採用試験申込書 １部 

・写真欄に脱帽上半身（申込日前 6箇月以内に撮影したもので、サイズは縦 4.5㎝×

横 3.5㎝のもの）を貼付してください。 

・申込書は全て自書してください。自書以外で記入されたものは無効とします。パソ

コン等で入力したものも無効とします。 

② 浅口市職員採用試験受験票 １部 

・裏面太枠内の事項を記入してください。 

・はがきになっていますので、表面に返送先明記の上 63円切手を貼ってください。 

・ホームページからダウンロードした場合は、様式をプリントアウトし、切り取り線 

 で切り離し、郵政はがきの裏面に確実に貼り付け、表面に返送先明記の上、提出し 

てください。 

申込方法 

・直接持参の場合 

 浅口市役所企画財政部総務課人事係内 浅口市職員採用試験委員会(市役所本庁舎

2階)までご持参ください。（新型コロナウイルス感染症対策として郵送での提出を

推奨しています。） 

・郵送の場合 

 〒719-0295 浅口市鴨方町六条院中 3050 

 浅口市役所企画財政部総務課人事係内 職員採用試験委員会 

 封筒の表に「採用試験受験申込」と朱書してください。 

・インターネットでの受験申し込みは、お取り扱いしていません。 

受験票の

交  付 

・申込期限後 10日程度で受験票を郵送で交付します。令和 4年 1月 25日(火)までに

受験票が届かない場合は、必ず職員採用試験委員会へ連絡してください。 

・受験には受験票が必要です。 

受付 
受付期間 

令和 3年 12月 1日(水)～令和 4年 1月 14日(金) 

・持参、郵送どちらの場合も 1月 14日(金)午後 5時 15分総務課到着分まで有効で 

す。 

・郵送の場合は、郵便事故があった場合の責任は負いませんので、配達証明郵便等の

配達されたことが確認できる方法で送付されることをお勧めします。 

受付時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分（土曜日、日曜日、祝日は除きます。） 

注意事項等 

・受験票に返送先が未記入である等、提出いただいた書類に不備がある場合は、受

け付けできません。 

・申込書、受験票の様式は浅口市役所企画財政部総務課、金光総合支所市民生活課、

寄島総合支所市民生活課、教育委員会(浅口市中央公民館内)にあります。また、浅

口市ホームページからもダウンロードできます。 

 

４ 試験の方法、場所等 

  (1)第 1 次試験 

    試 験 日 時：令和 4年 1月 30日（日） 

           受付 午前 8時 30分～午前 8時 45分 

（受付終了時刻に間に合わなかった場合は受験できません。） 

    場   所：浅口市健康福祉センター（施設内にはエレベーターがあります。） 

浅口市鴨方町鴨方 2244-26 TEL 0865-44-7007 
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試 験 内 容： 

職  種 科  目 形 式 時間 内  容 

一般行政事務職（Ａ） 
教養試験 択一式 120分 

時事、社会・人文及び自然に関する一般知識並びに文章

理解、判断・数的推理及び資料解釈に関する一般知能 

適性検査 ― 160分 職務遂行に必要な適性についての検査 

土木技術職（Ｃ） 

教養試験 

（高卒程度） 
択一式 120分 

時事、社会・人文に関する一般知識並びに文章理解、判

断・数的推理及び資料解釈に関する一般知能 

専門試験 

（高卒程度：土木） 
択一式 90分 

数学・物理・情報技術基礎、土木基礎力学（構造力学、水理学、

土質力学）、土木構造設計、測量、社会基盤工学、土木施工 

適性検査 ― 160分 職務遂行に必要な適性についての検査 

土木技術職（Ｄ） 

《実務経験者採用》 

教養試験 

（社会人） 
択一式 110分 

社会人として基礎的な知的能力（社会的関心と理解、言

語能力、論理的思考）及び職務・職場への適応性の検証 

適性検査 ― 160分 職務遂行に必要な適性についての検査 

    受験に当たっての留意事項： 

    ・計算機能又は翻訳機能付きの腕時計、携帯電話等の試験会場内での使用は禁止します。 

    ・試験日当日に実施するすべての試験種目を受験した場合に限り、有効に受験したものとします 

終了時間： 

・一般行政事務職(Ａ) 、土木技術職(Ｄ) …午後 3時頃 

・その他の職種（土木技術職(Ｃ)）…午後 5時頃 

合格者発表： 

・2月中旬に浅口市役所本庁舎前掲示場と浅口市ホームページで合格者の受験番号を発表します。 

また、受験者全員に結果通知書を郵送します。(合格者には第 2次試験のお知らせを添えて通知し 

ます。) 

・電話による合否のお問い合わせにはお答えできません。 

・この採用試験で合格されなかった方は、本人の成績（教養試験、専門試験それぞれの得点と合計得

点、第 1次試験の総合順位。）についての開示を請求することができます。（※合格者についての成

績は開示できません。）開示を請求される場合は、受験者本人が、本人であることを証明する書類(運

転免許証等）をご持参のうえ、合格発表の日から 1ヵ月以内に直接当市総務課人事係へお越しくだ

さい。開示受付時間は、午前 8時 30分から午後 5時 15分までとなっています。ただし、土曜日、

日曜日、祝日は受け付けていません。 

 

  (2)第 2 次試験（第 1次試験合格者についてのみ実施します。） 

    方   法：作文、口述試験（面接等）。 

    日 時 場 所：2月下旬頃を予定しています。詳しくは、第 2次試験のお知らせをご参照ください。 

 

５ 採用について 
  (1)採用予定日は、令和 4年 4月 1日です。 

(2)初任給は、令和 3年 4月 1日現在で、大学卒 182,200円、短大卒(2年)163,100円、高校卒 150,600 

円です。職歴等を有する人は条件により加算します。その他、通勤手当、住居手当、期末・勤勉手当 

等をそれぞれの条件により支給します。 

 
◎ 受験に関するお尋ねは、下記までお問い合わせください。 

〒７１９－０２９５ 
浅口市鴨方町六条院中３０５０ 
浅口市役所企画財政部総務課 人事係内 浅口市職員採用試験委員会 
TEL：０８６５（４４）７０００  E-mail：somu@city.asakuchi.okayama.jp 


